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◆補助金の種類と構成
学童保育室事業に係る補助金は以下の２項目です。

1 学童保育室運営等事業費補助金
・ 運営基本額
・ 開所日数加算
・ 長時間開所加算
・ 障害児受入推進費
・ 医療的ケア児受入推進費
・ 家賃加算
・ 食糧費加算
・ 送迎費支援
・ 処遇改善費
・ 障害児賠償責任保険料加算
・ 放課後児童支援員等処遇改善事業
・ 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業
・ 放課後児童クラブ障害児受入促進事業

2 学童保育室施設等整備費補助金
・ 施設整備費補助
・ 環境整備費補助

◆補助金の交付対象者

1 運営等事業費補助金

・ 社会福祉法人 ・ 公益社団法人 ・ 一般社団法人
・ 公益財団法人 ・ 学校法人 ・ 株式会社
・ 合同会社 ・ 有限会社 ・ 特定非営利活動法人

2 学童保育室施設等整備費補助金

・ 社会福祉法人 ・ 公益社団法人 ・ 一般社団法人
・ 公益財団法人 ・ 学校法人 ・ 株式会社
・ 合同会社 ・ 有限会社 ・ 特定非営利活動法人

下記いずれかの法人で、かつ児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３４条の８に規定する放課後
児童健全育成事業開始の届出が行われている学童保育室を運営する者とする。

　以下に該当する事業者が対象となります。

*補助金額は、別紙「戸田市学童保育室施
設等整備費補助事業実施要綱」による

※現時点での補助項目であり、国の制度変更等に伴い、対象項目及び内容が変更される場合が
あります。

*補助金額は、別紙「戸田市学童保育室
運営等事業費補助事業実施要綱」による



◆ 補助金の交付範囲（運営等事業費補助）

学童保育室運営等事業費補助金の交付については、公立学童保育室の運営に準ずる部分において
予算の範囲内で交付する。

*補助額については、変更となる場合があります。

● 登録児童数の定義

　本補助金内で記載されている登録児童数とは、公立学童保育室と同じ入室条件を満たして
いる児童数のことを言う。公設の学童保育室の入室条件を満たしてなく、入室許可している児
童は登録児童数としてはカウントしない。（補助対象外とする。）

例）両親が就労のため、児童が学童保育室を利用している場合

両親が月16日以上勤務かつ１日の実労働時間が５時間以上で、終業時間が午後３時以降の
場合⇒登録児童数としてカウントする。

勤務日が週３日以下の場合 １つでも該当する項目があれば、登録児童数と
１日の実労働時間が５時間未満の場合 してカウントできません。
終業時間が午後３時より前の場合

● 運営基本額
(1)児童数が1～19人

補助金額　＝　2,629,000円－（19人－児童数）×29,000円
(2)児童数が20～35人

補助金額　＝　4,868,000円－（36人－児童数）×26,000円
(3)児童数が36～45人

補助金額　＝　4,868,000円
(4)児童数が46～70人

補助金額　＝　4,868,000円－（児童数－45人）×75,000円
(5)児童数が71人以上

補助金額　＝　2,917,000円
*児童数は、登録児童数の年間平均とする。

*放課後児童支援員の配置については、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」に従い

  各支援単位の児童数に応じて配置する。

*開室当初10人未満の場合は、国及び県が認めた場合に限る。

*実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、

  基準額に「実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。

● 開所日数加算

補助金額　＝　20千円（基準額）　×（年間開所日数－250日）
*1日8時間以上開所している学童保育室に限る

*開所日数は、公営学童保育室と同じ「日曜日」、「祝日」、「年末年始」を除く日で、実際に開所する日をカウントする

（例）　補助金交付可否のケース

*ケース１：運営日数が250日を超えていないため、補助対象外

*ケース2：運営時間が８時間以上ではないため、補助対象外

*ケース3：293日を超える部分は補助対象外、かつ祝日分は公営学童と条件が異なるため補助対象外

ケース３

ケース２

平日：13：00から19：00
一日保育：8：00から19：00

平日：13：00から19：00

平日：13：00から19：00
一日保育：8：00から19：00

土曜日、日曜日、祝日

年末年始（12月29日から翌1月3日）

休日

公営学童
保育室

ケース１

日曜日、祝日

年末年始（12月29日から翌1月3日）

平日：13：00から19：00

補助可否

×

293日
年末年始（12月29日から翌1月3日）

日曜日、祝日

運営日数

一日保育：8：00から19：00
243日

運営時間

×

308日
日曜日

△
年末年始（12月29日から翌1月3日）

一日保育：11：00から18：00
293日



● 長時間開所加算

・ 長期休暇等分
補助金額　＝　190千円（基準額）　×　「1日8時間を超える時間」の年間平均時間数

*原則として、1日8時間を超えて開室している学童保育室に限る

● 障害児受入推進費
*障害児とは、戸田市立小学校の特別支援学級に通学する児童又は障害手帳等を所持してい
る児童のことを言う。（特別支援学級以外で対象とする場合は、証明する書類が必要。）
なお、医師の診断書による証明でも可能となるが、内容により判断する。
補助金額　＝　2,059千円

*障害児童１人以上を受け入れる場合に、専門知識等を有する放課後児童支援員等の
配置が必要。（専門的知識等を有することを証明する書類の提出が必要。）
*障害児在籍月数が12月に満たない場合には、基準額に「障害児在籍月数÷12」を乗じた額。
　（1円未満切り捨て）

● 医療的ケア児受入推進費
(1)　看護職員等を配置。

補助金額　＝　4,061千円
(2)　看護職員等が送迎支援等を実施。

補助金額　＝　1,353千円
*医療的ケア児を受け入れるために必要な看護職員の配置が必要。

*実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、

  基準額に「実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。

● 家賃加算
補助金額　＝　使用料年額1,800千円まで

*使用料年額が1,800千円に満たない場合は、補助金額は実費相当とする。

● 食糧費加算
補助金額　＝　登録児童数　×　年間開所日数　×日額80円

● 送迎費支援
補助金額　＝　536千円まで

*車両に係る燃料費及び運転手の人件費又は児童への付き添いに係る人件費
*実施月数が12月に満たない場合には、基準額に「実施月数÷12」を乗じた額。
　（1円未満切り捨て）
*燃料費及び人件費の合計額が536千円に満たない場合は、実費相当とする。

●処遇改善費
　 （1）家庭、学校等との連絡及び情報交換等の育成支援に従事する職員を配置。

補助金額　＝　1,678千円まで

（2） （1）に加え、地域との連携・協力等の育成支援に従事する常勤職員を配置。
補助金額　＝　3,158千円まで

*平日は18時30分を超えて開所し、長期休暇期間等の場合は1日8時間以上開所して
おり、かつ年間250日以上開所している学童保育室において、平成25年度の当該学童
保育室の職員賃金水準に対する改善を実施していること。
*当該補助を申請する場合は、常勤及び非常勤職員の雇用契約書の写しを申請時に
提出し、実績報告時には加えて賃金台帳を提出すること。
*（2）を申請する場合、地域との連携や相互交流等を実施する計画書及び実施した報
告書を提出すること。



● 障害児賠償責任保険加算
補助金額　＝　10千円

*障害児が１人以上入室している学童保育室に限る。
*保険料が10千円に満たない場合は、実費相当とする。

● 放課後児童支援員等処遇改善事業
処遇改善費に加え、月額３％程度（９千円程度）の賃金改善を実施する場合に交付。

補助金額　＝　補助基準額（１１千円×賃金改善対象者数×事業実施月数）と、
賃金改善見込額（実際の賃金改善合計額）＋賃金改善に伴う事業主負担分法定
福利費を比較し、小さい額

（例） 常勤２名　非常勤２名　就業規則等で定めた常勤の１カ月当たりの勤務時間数＝１６０時間
非常勤の１カ月における勤務時間数が８０時間（常勤換算値０．５人）の場合

補助基準額＝（１１千円×２×１２）＋（１１千円×０．５×２×１２）＝３９６千円
　　　　　　　　
賃金改善見込額＋事業主負担分法定福利費＝３８０千円

補助金額＝３８０千円（３９６千円＜３８０千円）

● 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業
１支援の単位当たりの次に掲げる(1)から(3)までの合計額
(1)放課後児童支援員を配置。

補助金額　＝　対象職員１人当たり１３１,０００円
(2)おおむね経験年数５年以上の放課後児童支援員で、一定の研修を受講したものを配置。

補助金額　＝　対象職員１人当たり２６３,０００円
(3)(2)の条件を満たすおおむね経験年数１０年以上の放課後児童支援員で、
　　事務所長（マネジメント）的立場にある者を配置。

補助金額　＝　対象職員１人当たり３９４,０００円
*１支援の単位当たりの基準額は、９１９,０００円を上限とする。

*事業実施月数（１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とする。）が１２月に満たない場合には、

　 　算定された基準額に「事業実施月数÷１２」を乗じた額（１円未満切り捨て）とする。

● 放課後児童クラブ障害児受入促進事業
補助金額　＝　１学童保育室年額　1,000千円まで
*障害児を受け入れるために必要な改修、設備の整備・修繕及び備品を購入するために要した経費



◆補助金交付における注意事項

●共通事項

1 児童一人当たり専有スペースを１．６５㎡確保すること。
なお、児童一人あたりの専有スペースとは、共有スペースを除く、補助対象事業実施のための
専用スペースを定員数で除した面積とする。（専用スペースには遊び及び生活の場としての機
能並びに静養するための機能を備えること。）

2 放課後児童支援員の数は、１支援の単位ごとに２人以上とする。（放課後児童支援員の定義
については、「戸田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」
を参照。）

3 原則として、入室児童については、待機児童がいる、もしくは想定される市が指定する小学校
の在籍児童を優先的に入室させること。

4 県から提示される補助金の基準額が交付年度の途中で変更となった場合は、変更後の金額
で算定し直し支給することとする。ただし、予算の範囲内とする。

5 生じた支出の領収書については５年間保管しておくこと。

6 補助金交付に係る書類等の提出は遅滞なく行うこと。

7 補助金交付の該当事項に対して監査を受けること。（随時訪問調査を行う場合もあり）

8 補助事業に関する重要事項について、戸田市の意見が反映される仕組みとなっていること。

9 運営に際しては、戸田市からの指導、助言を遵守すること。

10 補助事業実施において、申請等に虚偽があった場合は、補助金は全額返還しなければなら
ない。

11 補助金は、予算の範囲内において交付するものとする。

●運営等事業費補助

1 補助金の交付にあたっては、市の運営基準に合致する登録児童人数が年間平均で原則１０
人以上であること。ただし、特段の理由により市長が必要と認めた場合は、１０人未満でも対象
とする。

2 新規開所予定者は放課後児童健全育成事業の届出の提出を行うこと。（すでに開所している
学童保育室の名称や所在地等に変更がある場合には変更の届出が必要。）

3 職員の配置は登録児童１９人までは２人、２０人～４９人までは３人、５０人～５９人までは４人、
６０人～７０人までは５人を常時配置すること。

4 入室の取り決めは事業所と利用者で行なうこと。

5 補助金の交付申請は、４月１日時点での登録児童数で提出すること。

6 年度当初に交付決定された補助額から、登録児童数の減少やその他補助項目の実績が、
当初より下回った場合は、補助金を返還するものとする。なお、実績報告時に上回った場合
は、県から市への補助金の交付にならい、原則、追加交付はしないものとする。

7 事業実施中に補助金の交付条件を満たさず1ヵ月不交付となり、さらに翌月も交付条件を満
たさず、２ヵ月間不交付となる場合は、支給済みの補助金を全額返還する場合がある。

●施設等整備費補助

1 補助金交付決定前に契約または実施している施設の建設や、備品の購入費用、小規模
修繕費用については、補助の対象とはならない。

2 施設整備費補助において、事前協議をしていない場合は、補助金の交付は出来ない。
（環境整備費補助を除く。）

3 設置基準に該当しない施設においては、補助金の交付は出来ない。

*その他、本補助金に関する事項は、以下の規則及び要綱による

・ 戸田市補助金等交付規則
・ 戸田市学童保育室運営等事業費補助事業実施要綱
・ 戸田市学童保育室施設等整備費補助事業実施要綱



◆補助金交付手続きのフロー（運営等事業費補助）

事

業

者

*審査の結果、補助金の交付条件に該当しない場合は、補助金は交付出来ません。

● 提出書類

・ 交付申請書　（締切：当該事業年度の4月10日）

1 補助金等交付申請書 第１号様式（第8条関係）
2 補助金額計算表
3 補助金等交付申請額内訳調書 第2号様式（第8条関係）
4 事業計画書
5 児童名簿
6 当年度収支予算書
7 前年度収支決算書
8 経営状況に関する書類（賃貸借契約書等、事業経歴書（法人）、その他市長が必要と認める書類）
9 賃金改善内訳（職員別内訳）

10 確認書
11 その他市が求める書類

・ 補助金請求　（締切：4月、7月、10月、1月の10日まで）

1 補助金等交付請求書 第15号様式（第19条関係）
2 交付決定通知書（写し）

・ 実績報告書　（当該事業年度の3月末日）

1 補助事業等実績報告書 第11号様式（第16条関係）
2 補助事業等実績報告書内訳調書 第12号様式（第16条関係）
3 事業実績報告書
4 当年度収支決算書
5 児童名簿
6 その他市が求める書類

● 補助金の請求額、交付額及び交付時期

・ 請求額及び交付額

第1四半期から第3四半期分 決定金額を4で除した金額（千円未満切捨て）
第4四半期分 未交付額全額

・ 交付時期

四半期ごとに請求の日から30日以内
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